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学校事務の共同実施！! 
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共同実施の取組の一層の充実や定着を 
 

 

 

山口県では、「地域教育力日本一」をめざし、学校と家庭、地域が連携・協働し、社会総が
かりで子どもたちの学びや育ちを見守り、支援する教育を推進しています。また、子どもた
ちを取り巻く環境が急速に変化し、課題も複雑化・多様化していることに加え、新しい時代
の子どもたちに必要な資質・能力を育むための教育活動の充実が求められている現状から、
「チームとしての学校」のあり方が今後一層問われてきます。 
 そうした中、 
 ・教員が教育に専念できるような環境を整備するため、学校における事務処理を充実さ  

せるための体制づくりを行う 
  ・事務職員が教員と協働しながら学校運営に積極的に参画することにより、学校の総合  

力の向上を図る 
こと等を目的に事務の共同実施が進められています。 
 今年度は、協議テーマ「教員と事務職員が協働する校内事務のシステム化」の３年次にあ
たり、これまでの取組の点検評価の年であるとも言えます。 
各学校において、学校の総合力を高め、組織として子どもたちの教育活動を支え、教育内

容の向上につなげるためにも、事務の共同実施の取組が一層充実し、定着することを願って
います。 

 

◇◆◇◆ 共同実施事業の取組状況 中間報告 ◆◇◆◇ 
 

 ☞ 共同実施会では                               
 
１ ブロック共同実施会   
 
＜協議テーマ＞ 『教員と事務職員が協働する校内事務のシステム化』・・・・・３／３年次 

◆東 部：学年教材会計 ⇒ 収入・支出伺書類作成の定着化、保護者配付文書の統一化、支払事務の適正化 

◆中東部：備 品 管 理 ⇒ 備品管理事務手順の統一化、定期確認作業方法の統一化・定着化 

◆中西部：予 算 執 行 ⇒ 予算執行事務手順（予算配分・執行状況報告・決算）の統一化・定着化 

◆西 部：文 書 管 理 ⇒ 文書受理表記載文書基準及び発送関係事務の統一化・定着化 
 

第１回 【日時】 東部：5/20、中東部：5/23、中西部：5/17、西部：5/25            

≪協議内容≫ ○取組方針の説明、各校の取組状況の調査結果報告（共同実施会 総括長） 

≪協議内容≫ ○統一・定着化に向けた具体的な取組について（課題解決、作業計画の立案等） 
 

第２回 【日時】 東部：10/6、中東部：10/3、中西部：10/4、西部：10/11                             

≪協議内容≫ ○今後の取組方針の説明、実践上の課題・意見集約の報告(共同実施会 総括長) 

≪協議内容≫ ○作成資料等の検討、改善内容の共通理解 
 
２ プロジェクト共同実施会    
 
＜協議テーマ＞ 『世代交代を見据えた事務職員定例事務のシステム化』・・・・・３／３年次 

【 事務処理ソフト作成班 】・・・説明資料・様式・処理ソフトの活用による共通処理方法の定着化 

◆ 学校徴収金・予算執行・備品管理・給食・各種調査報告事務 

【 給食関係事務改善班 】・・・・・給食関係事務等の処理方法・作成様式の統一化 

◆ 人員報告・異動報告・調定・会計・物資代支払・未納者対応事務等 
 

第１回 【日時】 6/16                                  

≪協議内容≫ ○取組方針の説明、各校の実施状況の調査結果報告（共同実施会 総括長） 

≪協議内容≫ ○班別：処理方法の統一化に向けた具体的な取組について（作業計画の立案等） 

第２回 【日時】 給食関係事務改善班：8/31  事務処理ソフト作成班：10/7                                  

≪協議内容≫ ○給食関係事務改善班 ⇒ 処理方法・作成様式の統一、事務の手引きの改訂 

≪協議内容≫ ○事務処理ソフト作成班 ⇒ ＳＳＡフォルダ(資料・ソフト等を保管)の改修 
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３ 全体共同実施会  
① 研修 

○実務（講師招聘）     就学援助費制度、給食会計、事務の適正執行（会計事務） 

○学校運営への参画等    事務職員の学校運営の参画について（説明・実践発表） 

学習指導要領を読み解く 

② 全体協議 

○実施状況の中間報告    各ブロック・プロジェクト共同実施会の状況を共通理解 

○書類点検結果の報告    諸手当認定書類及び校内会計関係書類の点検結果報告 

○グループ協議       適正な事務処理について（会計事務） 

 

 ☞ ☞ 訪問支援では                               
 
１ 連携校・拠点校    
① １学期実施分    １ 

○当初計画の管理職への説明、事務職員の学校運営への参画に対する理解・取組推進及

び教員と事務職員が協働する校内事務のシステム化に向けた取組の推進を管理職に依頼 

○学校徴収金等の校内会計関係書類及び諸手当認定書類の点検、結果報告 

② ２学期実施分 

○管理職への実施状況の中間報告、学校徴収金等の会計処理の改善状況確認 

○出勤簿等と旅行命令簿、教員特殊業務・時間外勤務手当関係書類等との照合、書類等の点検 

○年末調整関係書類の点検（申告内容と証明書の照合等） 
 

２ 新規採用事務職員配置校  
① 対象校・・・・・鵜ノ島小学校 

  ② 支援状況 

○所属校管理職と連携を図りながら｢学校事務職員初任者必携｣、｢新規採用事務職員校内指導

計画｣(事務共同実施推進委員会作成)を活用した定期的な指導助言、事務処理支援を実施 

（４月：週２回、５～９月：週１～２回、１０月：月１回程度） 

※ 月別・月例業務については、学期ごとに開催する研修会で指導助言を実施 
 

３ 臨時的任用事務職員配置校  

① 対象校・・・・・新川小学校、常盤小学校、神原中学校、（上宇部小学校：複数配置） 

  ② 支援状況 

○新川小・神原中学校は経験者のため年度当初事務等の支援（４月：２～３回)、常盤小学校

は初任者のため新規採用者と同様の支援（４月：週２回、５～９月：週１回程度）を実施                        
 

４ その他  

① 市外転入事務職員配置校・・・・・西岐波中学校、桃山中学校、藤山中学校 

○年度当初に市費関係(市会計、就学援助費)・給食関係(人員報告・会計)・学校徴収金事務の

処理内容・手順・方法の説明等を実施 

② 県費負担に係る事務等監査対象校・・・・・鵜ノ島小学校 

   ○監査対象書類等の照合・点検、書類等の修正及び添付書類の整備支援（７月：６回）を実施 

 

 ☞ ☞ ☞ その他の取組では                               
 
１ 事務職員の資質能力向上研修  
① 新規採用・若年(主事)・臨時的任用事務職員対象・・・実務研修：４・８月(８月は３回) 

② 中堅事務職員対象・・・・・事務職員の学校運営への参画に向けた研修：７・８月 
 

２ 拠点校業務  
① 新任及び転入校長（小:９校、中:１校）への事業内容等の概要説明（4/11～18） 

② 教員への共同実施事業及び適正な事務処理(服務関係の書類作成上の留意事項等)の周知 

○教頭研修会：６／１６、若手教員･ミドルリーダー研修会：５／２７の中で説明 

③ 教職員への情報提供・・事務だより(発信!! つながり｣)の発行（３回：６・９・１０月） 

④ 教材教具購入に係る見積書の業者への一括依頼・・・・・３回実施（５月・６月・９月） 


